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「ビタミンM」メール配信サービスを始めました！「kcr@nkgr.co.jp」に＜事業所名・お名前・メール配信希望＞をご記入の上、メールをお送りください。毎月、労務に関する
最新情報をお届けいたします。

ビタミンＭの“Ｍ”とは、“Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”を指し、“お客様の経営に効く”“
お客様に活力を与える”存在でありたいとの願いが込められています

お知らせ

ビタミンMの内容に関しては、分かりやすく簡潔に表現することを心掛けておりますので、情報のすべてを正確に表すことができない場合があります。このような場合において、内容
が不正確であったこと及び誤植があったことによる生じたいかなる損害に対しても、当事務所は一切の責任を負いません。
また、ビタミンMの内容は、作成日現在において有効な情報です。制度や法律は変更されますので、ご利用日時点での内容を官公庁等にご確認ください。

「厚生年金保険被保険者資格喪失届」と「厚生年
金保険70歳以上被用者該当・不該当届」の2つの
書類を年金事務所に提出する必要があります。70
歳になると厚生年金の資格は喪失し、厚生年金保
険料は支払う必要はなくなりますが、

健康保険料は原則75歳まで

支払う必要があります。

70歳になると厚生年金保険料を負担しな
くて良くなりますが、給与の額によっては、

年金が減らされる仕組みになっています。

これを確認するための

書類が「厚生年金保険

70歳以上被用者該当・

不該当届」です。
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「厚生年金保険70歳以
上被用者該当・不該当
届」はどういった書類な
のですか？

社員が70歳に達したので
すが、まだ元気なので引き
続き働いてもらう予定です。

社会保険の手続きはどう
なりますか？

NO.５５

70歳以上の厚生年金保険の取り扱いについて

65歳超雇用推進助成金について
平成28年10月19日、高年齢者の安定した雇用を確保するために、定年引上げ等の措置を実施した事業主に対して支

給する 「65歳超雇用推進助成金」が創設されました。

支給金額、主な支給要件及び受給手続きの流れは以下のとおりです。

・制度を規定した際に経費を要した事業主であること。

・制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

・制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は

第9条の規定に違反していないこと。(※)

・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の一定の雇用保険

被保険者が1人以上いること。

※高年齢者雇用安定法第8条：「60歳以上の定年を定めていること」

※高年齢者雇用安定法第9条：「定年の定めの廃止、65歳以上の定年か継続雇用制度を定めていること」

５

65歳以上の場合、1ヶ月の年金額と給与の合計額
が47万円を超えると年金減額の対象になります。
例えば、給与が50万円で年金が月10万円の場合、
合計額は60万円となり、47万円を13万円超えてし
まいます。この場合、超えた額の半分
の6.5万円が減額され、もらえる
年金額は10万円から6.5万円を
控除した3.5万円となります。

70歳以上でも働いてい
れば、年金が減らされ
てしまう可能性がある
のですね。どのくらい
年金はカットされるの
でしょうか？

１．支給金額

２．主な支給要件

３．受給手続きの流れ

独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構

事業主

①支給申請（定年引上げ等実施後2ヶ月以内）

②支給審査 ③支給決定

制度内容 支給金額

65歳への定年の引上げ 100万円
66歳以上への定年引上げまたは、定年の定めの廃止 120万円
希望者全員を66歳～69歳まで継続雇用する制度の導入 60万円
希望者全員を70歳以上継続雇用する制度の導入 80万円


